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令和３年度答申第３９号 

令和３年１０月４日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第３６号（令和３年９月３日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、戦没したＰ（以

下「戦没者Ｐ」という。）は審査請求人の兄弟であると主張して、Ａ知事（以

下「処分庁」という。）に対し、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

（昭和４０年法律第１００号。以下「特別弔慰金支給法」という。）３条本文

の規定に基づき、戦没者Ｐに係る特別弔慰金の請求（以下「本件請求」とい

う。）をしたところ、処分庁が、審査請求人は戦没者Ｐの親族でないため、特

別弔慰金の支給対象遺族に該当しないとして、本件請求を却下する処分（以下

「本件却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として

審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

 ⑴ 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給

すると規定し、特別弔慰金支給法２条１項は、この法律において「戦没者

等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、令和２年４月１日までに戦傷
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病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２７号。以下「遺族援護法」

という。）による弔慰金を受ける権利を取得した者をいうとされている。 

⑵ 遺族援護法３５条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した

者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこ

れらの者以外の三親等内の親族（死亡した者の死亡の当時その者によって

生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。）とすると

規定している。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 戦没者Ｐは、大正１３年ａ月ｂ日、父のＱ（以下「父Ｑ」という。）と

母のＲ（以下「母Ｒ」という。）との間の長男として出生し、父Ｑと母Ｒ

が在籍していた戸籍（父Ｑの兄であるＳを戸主とする戸籍）に入籍した。 

  大正１５年３月２日、父Ｑの分家により、戦没者Ｐは、上記戸籍から除

籍され、父Ｑを戸主とする戸籍に入籍した。 

 （改製原戸籍謄本（戸主：Ｓ）、除籍謄本（戸主：父Ｑ）） 

⑵ 母Ｒは大正１５年５月３日に死亡し、父Ｑは昭和２年７月１５日にＴと

婚姻をし、この婚姻により、Ｔは、父Ｑを戸主とする戸籍に入籍した。 

  なお、父Ｑは、昭和８年１１月１６日に死亡した。 

（除籍謄本（戸主：父Ｑ）） 

⑶ 戦没者Ｐは、昭和２０年４月２４日、Ｂ地において戦死した。 

（除籍謄本（戸主：戦没者Ｐ）） 

⑷ 審査請求人は、昭和１８年ｃ月ｄ日、父のＵ（以下「父Ｕ」という。）

と母のＴ（上記⑵のＴと同一人である。）との間の嫡出でない子として出

生し、父Ｕを戸主とする戸籍に入籍した。 

なお、Ｔは、昭和５７年９月５日に死亡した。 

（改製原戸籍謄本（戸主：父Ｕ）、除籍謄本（筆頭者：Ｔ）） 

⑸ 審査請求人は、令和２年１２月４日、住所地（Ｃ地）を経由して、処分

庁に対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、戦没者Ｐに係る特

別弔慰金の請求（本件請求）をした。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑹ 処分庁は、令和３年３月３日付けで、審査請求人に対し、「あなたは、

戦没者Ｐ様の親族でないため、特別弔慰金の支給対象遺族に該当しませ

ん。」との理由を付して、本件請求を却下する処分（本件却下処分）をし



 

3 

 

た。 

（却下通知書） 

⑺ 審査請求人は、令和３年３月２９日、審査庁に対し、本件却下処分を不

服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑻ 審査庁は、令和３年９月３日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張 

審査請求人は、幼い頃、兄弟として戦没者Ｐと同居していた。 

Ｔは、戦没者Ｐの「母」として戦没者Ｐに係る弔慰金と公務扶助料を受給

した。審査請求人は、Ｔの実子である。よって、審査請求人は、「少なくと

も父母の一方を同じくする者」として、戦没者Ｐの兄弟に該当する。 

したがって、処分庁が審査請求人は戦没者Ｐの親族でないため特別弔慰金

の支給対象遺族に該当しないとした点に不服があり、本件却下処分の取消し

を求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 特別弔慰金の支給を受ける戦没者等の遺族の範囲については、遺族援護法

３５条１項が「死亡した者の死亡当時の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄

弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族」と規定しているところ、審査

請求人は、戦没者Ｐの兄弟であると主張して、戦没者Ｐに係る特別弔慰金の

請求（本件請求）をしている。 

２ 戸籍の記載によれば、戦没者Ｐは、父Ｑと母Ｒとの間の長男として出生し

たが、母Ｒの死亡後に、父ＱがＴと婚姻をし、Ｔが父Ｑを戸主とする戸籍に

入籍したことにより、Ｔと戦没者Ｐは、継母子関係となった。 

一方、審査請求人は、父ＵとＴとの間の嫡出でない子として出生し、父Ｕ

を戸主とする戸籍に入籍した。父ＵとＴとの間に事実婚関係はなかったとし

て、Ｔは、戦没者Ｐの「継母」として戦没者Ｐに係る弔慰金と公務扶助料を

受給している。 

３ 昭和２７年１０月２０日付け援護第５５３号引揚援護庁援護局長通知「戦

傷病者戦没者遺族等援護法に関する質疑応答について（第９回）」（以下

「昭和２７年通知」という。） は、「継子と継親の実子又は養子は、援護法

（注：遺族援護法）上兄弟姉妹と解して取り扱われるものであるか。」との
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質疑（問１３）に対し、「継子の父又は母（養父母を含み、継父母を含まな

い。）と、設問における実子又は養子の父又は母（養父母を含み、継父母を

含まない。）とが同一人である場合には兄弟姉妹であると解する。」と回答

している。 

本件において、戦没者ＰはＴの継子に当たり、審査請求人はＴ（継母）の

実子である。戦没者Ｐ（継子）の父は父Ｑであり、審査請求人（継母の実子）

の父は父Ｕであって、両者の父は、同一人でない。 

したがって、戦没者Ｐと審査請求人は、昭和２７年通知にいう兄弟に当た

らない。 

４ また、昭和５０年６月１９日付け援護第１２８号厚生省援護局援護課長通

知「戦傷病者戦没者遺族等援護法の運用について（その１８）」（以下「昭

和５０年通知」という。）は、戦没者（庶子）の母とその夫との間に生まれ

た子は、戦没者の兄弟として遺族援護法による弔慰金の受給権があると解し

てよいかとの質疑（問１）に対し、そのとおりであると回答している。そし

れ、上記回答の「（注）」に紹介されている明治３６年１月１０日付け民刑

第７３４号法務省民刑局長回答（以下「明治３６年回答」という。）によれ

ば、「兄弟ノ関係」は「父又ハ母ヲ同シクスル男子ノ間ニ生ス」とされ、

「⑴父母ヲ同フスル者ノ子、⑵数人ノ入夫ヲ為シ又ハ数人ノ後妻ヲ娶リタル

場合異父又ハ異母ナルモ其子ハ兄弟タルヘシ、⑶父ノ知レサル私生子間、⑷

入夫カ他家ニ在リタル際ノ子ヲ入籍セシメタル者・・入夫後ノ嫡出子間、⑸

私生子ヲ有スル女戸主カ入夫婚姻ヲナシタル後ニ生レタル嫡出子ト私生子間、

⑹甲家ニ嫁シタル際ノ出生子ト乙家ニ嫁シタル際ノ出生子間」の全ての場合

において「兄弟姉妹ノ関係ヲ生ス」とされている。 

  本件において、戦没者Ｐの父母は父Ｑと母Ｒであり、審査請求人の父母は

父ＵとＴであるから、戦没者Ｐと審査請求人は、明治３６年回答にいう「父

又ハ母ヲ同シクスル」場合に該当しない。また、戦没者Ｐと審査請求人は、

明治３６年回答の⑴から⑹までのいずれの場合にも該当しない。 

  したがって、戦没者Ｐと審査請求人は、昭和５０年通知及び明治３６年回

答にいう兄弟にも該当しない。 

５ 以上のとおり、審査請求人が戦没者Ｐの親族であることを確認することが

できないから、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから

棄却すべきであると考える。 

 なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は
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理由がないから棄却すべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続について、特段違法又

は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 本件では、審査請求人が戦没者Ｐの兄弟であるかが問題となっている。 

⑵ 戸籍の記載によれば、戦没者Ｐと審査請求人の身分関係は、以下のとお

りである。 

 ア 戦没者Ｐは、父Ｑと母Ｒとの間の長男として出生し、父Ｑと母Ｒが在

籍していた父Ｑの兄を戸主とする戸籍に入籍したが、父Ｑの分家により、

同戸籍から除籍され、父Ｑを戸主とする戸籍に入籍した（上記第１の２

の⑴）。 

イ 父Ｑは、母Ｒの死亡後、Ｔと婚姻をし、Ｔは、父Ｑを戸主とする戸籍

に入籍した（上記第１の２の⑵）。これにより、Ｔと戦没者Ｐは、継母

子関係となった（明治民法（昭和２２年法律第２２２号による全部改正

前の民法（明治３１年法律第９号）をいう。以下同じ。）７２８条）。 

ウ 一方、審査請求人は、父ＵとＴとの間の嫡出でない子として出生し、

父Ｕを戸主とする戸籍に入籍した（上記第１の２の⑷）。 

⑶ 明治民法は、「継父母ト継子ト又嫡母ト庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於

ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス」と規定するにとどまり（７２８条）、継子

と継父母の血族との間にも親族関係が生ずるかについては、明文の規定を

置いていなかったため、この点は、明治民法の解釈に委ねられていたが、

当時の学説及び判例（穂積重遠『親族法』（２１３頁）参照）によれば、

次のように解釈されていた（なお、この解釈は、厚生省援護局援護課監修

『戦傷病者戦没者遺族等援護法の解説』（１０４頁）にも紹介されてい

る。）。 

 ア 継子にとっては、継父又は継母と親子関係を生ずるのみであり、(ｱ)継

父母の父母が祖父母となるわけではなく、(ｲ)継父母の兄弟姉妹が伯父

（叔父）・伯母（叔母）となるわけではなく（大審院大正４年５月２４

日判決・刑録第２１輯６５７頁）、(ｳ)継父母の実子が兄弟姉妹となるわ

けではない。 

 イ しかし、継親子関係を生じた後に生まれて、継父母の家に入る継子の



 

6 

 

直系卑属は、継父母と親族関係を生ずる（大審院大正６年１２月２６日

決定・民録第２３輯２２２９頁）。 

   そうすると、本件において、戦没者ＰはＴの継子であり、審査請求人は

Ｔの実子である（上記⑵のイ及びウ）から、戦没者Ｐ（継子）と審査請求

人（継母の実子）は、兄弟とはならない（上記アの(ｳ)）。 

⑷ 審査請求人は、Ｔが戦没者Ｐの「母」として戦没者Ｐに係る弔慰金と公

務扶助料を受給したこと及び審査請求人がＴの実子であることを理由とし

て、審査請求人は、「少なくとも父母の一方を同じくする者」として、戦

没者Ｐの兄弟に該当すると主張する（上記第１の３）。 

  しかし、Ｔは、戦没者Ｐの「母」としてではなく、戦没者Ｐの「継母」

として、戦没者Ｐに係る弔慰金と公務扶助料を受給している（弔慰金請求

書、扶助料調査票）。また、審査請求人の父母は父ＵとＴであり、戦没者

Ｐの父母は父Ｑと母Ｒである（上記⑵のア及びウ）から、審査請求人と戦

没者Ｐは、「少なくとも父母の一方を同じくする者」とはいえない。そし

て、審査請求人と戦没者Ｐは、昭和２７年通知、昭和５０年通知及び明治

３６年回答が兄弟関係を肯定するいずれの場合にも該当しない。 

 したがって、審査請求人の上記主張は、採用することができない。 

⑸ 上記⑵から⑷までで検討したところによれば、審査請求人は、戦没者Ｐ

の兄弟ではなく、戦没者Ｐに係る特別弔慰金の支給を受ける遺族に該当し

ないから、本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   野 口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 
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